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要 旨 

概 要 

令和６年能登半島地震 

住家被害認定調査業務のため市職員を派遣します 

お問い合わせ先 

 令和６年１月１日に発生した能登半島地震に係る被災地支援として、静岡県を通じて派遣

の依頼があった住家被害認定調査業務を支援するため、当該業務を行う職員を石川県穴水

町へ派遣します。 

 

１ 目的 

   被災者支援に必要な「罹災証明書」の発行において、住家の被害の程度を証明するための

被害認定調査を実施するため 

 

２ 派遣期間等 

   ３月 17日（日）から 25日（月）までの９日間（移動日を含む。）を派遣期間として、職員１名

を派遣します。 

   なお、その後の派遣については、派遣協力の依頼状況により、調整していきます。 

 

３ 派遣職員 

   建設部道路管理課職員     １名 
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